
 

 

 

 

 

 

香川県精神保健福祉センター所報 
2024 年度（令和 6 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県精神保健福祉センター 
 

 

香川県ゲートキーパー推進キャラクター 

「きーもん」 



 

 

目 次 
 

 
Ⅰ 概要 

 

１ 役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２ 沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

３ 施設の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

４ 組織及び職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

     ５ 県内の市町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 
 

Ⅱ 業務実績 

 

１ 技術支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

２ 教育研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

３ 精神保健福祉相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

       

４ 普及啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

     

５ 組織育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

     

６ 自殺対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 

７ ひきこもり対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 

８ 依存症対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 

９ 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療（精神通院医療） ・・・・・・・３１ 

 

１０ 精神医療審査会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

 

１１ 調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 
 

Ⅲ 資 料 

 

１ 法規関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

 

２ 地域保健福祉関係年表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

 

 

 

 

 

 

                   



 

-1- 

 

Ⅰ 概要 

 

１ 役割 

 

香川県精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第

６条の規定に基づき、香川県が設置する精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、

地域の精神保健福祉における活動推進の中核的な機能を備える機関であり、住民の精神的健康の保持増進、精

神障害の予防、適切な精神医療の推進、地域生活支援の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援

助等を行っている。 

また、精神障害者等を地域できめ細かく支援していくために、市町及び保健所と協働し、各障害保健福祉圏

域において精神保健医療福祉に関する重層的な支援体制が構築できるよう、以下に示す業務を総合的に推進

している。 

 

 

２ 沿革 

 

昭和２７年１２月 香川県精神衛生相談所設置条例公布 

          香川県高松保健所に併設される 

昭和４２年 ４月 香川県精神衛生センター条例公布 

          香川県精神衛生相談所設置条例は廃止され、高松市宮脇町４７８香川県保健衛生セン

ター内に香川県精神衛生センターが発足 

昭和４８年 ９月 高松市松島町一丁目１７番２８号香川県高松合同庁舎内に移転 

昭和６３年 ７月 精神保健法の施行に伴い「香川県精神衛生センター」から「香川県精神保健センター」

に名称変更 

平成 ７年 ７月 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に伴い「香川県精神保健センター」か

ら「香川県精神保健福祉センター」に名称変更 

平成２３年 ６月 香川県精神保健福祉センター内に「ひきこもり地域支援センター アンダンテ」を設置 
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３ 施設の概況 

 

建 物     専用床面積 550.9 ㎡ 

平 面 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 在 地  〒760-0068 高松市松島町一丁目１７番２８号（香川県高松合同庁舎４階） 

 (087)804-5565（総務）   (087)804-5566（地域支援） 

          (087)804-5567（自立支援） (087)835-5474（FAX） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 3月 31日現在 

給湯室 
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４ 組織及び職員 

 

（１） 組織状況                          令和 7年 3月 31日現在 

            庶務担当      庶務・経理 

                      相談・支援 

            地域支援担当    企画調査・普及啓発・組織育成 

                          教育研修・技術支援 

所長  次長              ひきこもり地域支援センター「アンダンテ」                    

                      自立支援医療（精神通院）受給者証交付事務 

自立支援・審査会担当  精神障害者保健福祉手帳交付事務 

                          精神医療審査会事務 

            こころの電話相談 

 

（２）職員配置状況 

 所長 次長 副主幹 主任 
主任主事

主任技師 

主事 

技師 

会計年
度任用
(フル) 

会計年
度任用 
(パート) 

その他 計 

 
常勤 
職員 

技

術 

職

員 

医師         [1] [1] 

保健師    2 １     3 

社会福祉 １ 1  2      4 

心理    1      1 

事務職員   1  １     2 

非常勤 
職員 

精神保健福祉相談    １   3 2  6 

電話相談       2   2 

依存症対策相談        1  1 

事務職員・その他    1      1 

合計 1 1 1 7 2 0 5 3 [1] 20[1] 

 [ ]内は兼務。 

 

（３）機能別職員配置状況  

 

 
事 務  医師 保健師 

精神保健福祉相談員 
その他 計 

臨床心理

技術者 

精神保健

福祉士 法 48条 その他 

常勤職員 3 [1] 3 4    10[1] （1） （3） 

非常勤職員 1   3 5 1 10  （3） 

合計 4 [1] 3 7 5 1 20[1] （1） （6） 

[ ]内は兼務、（ ）内は再掲。 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町 人口(人) 面積（㎢） 

香  川  県 917,058 1,876.86 

高  松  市 409,246 375.54 

丸  亀  市 107,763 111.83 

坂  出  市 48,120 92.49 

善 通 寺 市 30,027 39.93 

観 音 寺 市 54,586 117.83 

さ ぬ き 市 44,075 158.62 

東 か が わ 市 25,997 152.86 

三  豊  市 58,066 222.69 

小  豆  郡 
土 庄 町 11,763 74.34 

小 豆 島 町 12,730 95.59 

木  田  郡 三 木 町 26,042 75.78 

香  川  郡 直 島 町 2,965 14.21 

綾  歌  郡 
宇 多 津 町 18,672 8.10 

綾 川 町 21,788 109.75 

仲 多 度 郡 

琴 平 町 7,785 8.47 

多 度 津 町 21,156 24.39 

まんのう町 16,277 194.45 

 

（令和 6年 10月 1日現在） 

５ 県内の市町 
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Ⅱ 業務実績 

 

１ 技術支援 

 

 精神保健福祉センター運営要領では、「包括的支援体制の確保のために、都道府県等の本庁、保健所、市町村、

児童相談所、障害者就業・生活支援センター等関係機関に対し、本項の各業務に関して、地域の事情に応じた方法

で協議の場への参画、研修、事例検討、個別スーパービジョン、同席での相談や同行訪問に加えて、意見提案、情

報提供、対象機関の事業実施への支援、講師派遣等により、専門的立場から積極的な技術支援を行う」とされており、

次のとおり実施した。 

 

（１）保健所・市町における事例検討及びコンサルテーション 

   保健所及び市町の精神保健業務担当者と共に、定期的に行われるケース会議において個々のケースの援助方

針について検討した。 

保健所名 市町 年月日 事例数 参加者数 

小 豆 総 合 事 務 所 
土 庄 町 R6.6.4 4 8 

小 豆 島 町 R7.2.5 3 10 

東讃保健福祉事務所 

さ ぬ き 市 R6.7.2 4 19 

東かがわ市 R6.5.22 4 15 

三 木 町 R6.9.3 3 23 

直 島 町 R6.10.1 3 3 

中讃保健福祉事務所 

丸 亀 市 R6.8.6 3 15 

坂 出 市 R7.2.12 2 13 

善 通 寺 市 R7.2.18 4 8 

宇 多 津 町 R6.11.5 2 11 

綾 川 町 R6.7.10 2 11 

琴 平 町 R6.10.29 3 7 

多 度 津 町 R7.1.7 2 9 

まんのう町 R6.7.30 2 12 

西讃保健福祉事務所 
観 音 寺 市 R6.6.18 4 19 

三 豊 市 R6.8.20 5 12 

高松市保健センター 

R6.7.16 4 9 

R6.12.3 4 11 

R6.12.17 5 18 

合計 63 233 

 

（２）早期に支援の検討が必要な精神事例へのコンサルテーション 

早期に支援の検討が必要な精神事例について、保健所や市町の依頼に基づき、技術支援を行い、早期に適

切な対応をすることにより、地域での相談体制・心のケア体制の強化を図るものである。令和６年度は、実

績がなかった。 
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（３）精神保健福祉業務担当者会 

保健所の精神保健業務担当者や県障害福祉課担当者と情報共有や意見交換・協議を行い、連携を図った。 

開催日時 場所 内容 

R6.5.27 

R6.7.22 

R6.9.30 

R6.11.25 

R7.1.27 

R7.3.3 

 

高松合同庁

舎会議室

（ハイブリ

ッド開催） 

 

〇令和６年度の体制、事業の取組について情報共有 

〇障害福祉課や各保健所からの情報提供 

〇協議・確認事項 

・精神保健福祉法改正に伴う様式変更後の状況について 

・市町と保健所の相談体制の役割分担について 

・精神科病院における虐待が疑われる事案に対する指導監督につ

いて 

・入院期間更新届出等について 

・公衆衛生関係行政事務指導監査指摘事項について  

・DXについて 

                         等 

           

 

（４）関係機関への援助 

①会議等への出席 

関係行政機関等の委員会・協議会等に参加した。 

＜精神障害者地域移行・地域定着支援事業における援助＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜心神喪失者等医療観察制度における援助＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 回数 

ピアサポーター養成研修検討委員会等 2 

ピアサポーター養成研修 2 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムワ

ーキング会議等 

1 

精神障害者地域移行地域定着関係者研修会 1 

ピアサポーターフォローアップ研修会等 2 

名称 回数 

ケア会議 

高 松 0 

東 讃 0 

中 讃 10 

西 讃 0 
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＜自立支援協議会への協力＞ 

 

 

 

 

 

＜ケア会議・ケース会議＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他＞ 

年月日 事業名 

R 6 . 4 . 1 4 四国断酒ブロック（香川）大会 

R 6 . 4 . 2 4 香川県精神保健福祉協会 精神保健福祉大会運営委員会 

R 6 . 6 . 1 3 令和 6年度香川県子ども・若者支援地域協議会実務者会議（オンライン） 

R 6 . 6 . 1 8 第 1回宇多津町ひきこもり支援連絡会 

R 6 . 6 . 2 5 高松北警察署管内被害者支援連絡協議会通常総会 

R 6 . 6 . 2 7 三豊市自殺予防対策協議会 

R 6 . 6 . 2 7 令和 6年度精神障害者通報等関係者連絡会 

R 6 . 6 . 2 8 VBP 参加精神保健福祉センター情報交換会（オンライン） 

R 6 . 7 . 8 綾川町ひきこもりプラットフォーム会議 

R 6 . 7 . 1 2 三豊市における夜間中学協議会 

R 6 . 7 . 2 4 香川県被害者支援連絡協議会総会 

R 6 . 7 . 2 9 さぬき市ひきこもりプラットフォーム担当者会 

R 6 . 8 . 5 香川県災害福祉支援ネットワーク協議会 

R 6 . 8 . 1 4 依存症担当者会議 

R 6 . 8 . 2 1 かがわ若者自立支援ネットワーク連絡会議（県西部地域） 

R 6 . 8 . 2 6 精神保健福祉大会実行委員会（オンライン） 

R 6 . 8 . 2 7 令和 6年度三豊市ひきこもり支援対策協議会 

名称 回数 

重層的支援会議 1 

退院前カンファレンス 1 

名称 回数 

香川県自立支援協議会 2 

高松圏域自立支援協議会 24 

大川圏域地域自立支援協議会 7 

中讃東圏域地域自立支援協議会 １ 
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R 6 . 8 . 2 8 かがわ若者自立支援ネットワーク連絡会議（県東部地域） 

R 6 . 8 . 2 9 中国・四国精神保健福祉センター所長及び同主管課担当者合同会議（書面開催） 

R 6 . 9 . 3 入院者訪問支援事業推進会議 

R 6 . 9 . 1 9 令和 6年度ひきこもり支援関係者ネットワーク会議第１回 

R 6 . 1 0 . 1 5 香川県精神保健福祉大会 

R 6 . 1 0 . 1 7 障害者差別解消支援地域協議会 

R 6 . 1 0 . 2 8 全国精神保健福祉センター長会議（オンライン） 

R 6 . 1 0 . 2 9 全国精神保健福祉センター長会研究協議会（オンライン） 

R 6 . 1 0 . 2 9 
令和 6年度 精神保健福祉ネットワーク事業 アルコール関連問題支援ネットワ

ーク会議 

R 6 . 1 0 . 3 1 高松市若者支援協議会代表者・実務者全体会議 

R 6 . 1 1 . 1 4 
令和 6年度中讃圏域精神保健福祉関係者研修会及び精神保健福祉関係ネットワー

ク会議 

R 6 . 1 1 . 1 9 高松市自殺対策推進会議 

R 6 . 1 1 . 2 6 令和 6年度ひきこもりプラットフォーム第一回連絡協議会(まんのう町) 

R 6 . 1 1 . 2 7 ギャンブル等依存症対策連携会議 

R 6 . 1 1 . 2 9 令和 6年度ひきこもり支援関係者ネットワーク会議第 2回（オンライン） 

R 7 . 1 . 7 令和 6年度薬物依存のある保護観察対象者等に係る地域支援連絡協議会 

R 7 . 1 . 1 0 令和 6年度ひきこもり支援関係者ネットワーク会議第 3回（オンライン） 

R 7 . 1 . 1 0 令和 6年度地域援助推進協議会 

R 7 . 1 . 3 1 孤独・孤立対策官民連携プラットフォームコア会議 

R 7 . 2 . 1 3 高松市自殺未遂者支援関係機関ネットワーク会議 

R 7 . 2 . 2 1 三豊市における夜間中学協議会 

R 7 . 2 . 2 1 
令和 6年度高松北警察署管内被害者支援連絡協議会 犯罪被害者シミュレーショ

ン訓練 

R 7 . 3 . 4 障害者就業・生活支援センター事業関係機関連絡会議 

R 7 . 3 . 7 心神喪失者等医療観察制度地域連絡協議会 

R 7 . 3 . 1 8 精神科救急医療システム連絡調整委員会（オンライン） 

R 7 . 3 . 1 9 高次脳機能障害支援普及事業関係機関連絡協議会 

R 7 . 3 . 2 1 令和 6年度第 2回障害者差別解消支援地域協議会 
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②研修会の講師等 

年月日 事業名 対象 主催 

R 6 . 6 . 1 9 
法務局人権擁護事務担当職

員実務研修 

人権擁護担当となった法務

局職員 
高松法務局人権擁護部 

R 6 . 6 . 2 8 薬物乱用防止教室 
大手前高松中学・高等学校2

年生全クラス 

大手前高松中学・高等

学校 

R 6 . 7 . 5 
特定生活指導（薬物非行防止

指導） 
四国少年院在院中家族 四国少年院 

R 6 . 8 . 2 5 
KHJ 香川県オリーブの会第

263回月例会 

KHJ 香川県オリーブの会月

例会参加者 

KHJ 香川県オリーブの

会 

R 6 . 9 . 4 
障害者の特性と合理的配慮

について 
犯罪被害者専科受講者 警察学校 

R 6 . 9 . 8 
かかりつけ医うつ病対応力

向上研修会 
かかりつけ医・保健師等 香川県医師会 

R6.10.11 
ヒトトコ職員に向けた精神

疾患に関する講習 

一般社団法人hito.toco（就

労移行支援ヒトトコ）職員 

一般社団法人

hito.toco 

R6.12.13 
女子少年院在院者に対する

講話 
丸亀少女の家在院者 丸亀少女の家 

R 7 . 1 . 1 5 心のサポーター養成研修 精神保健福祉業務従事者等 精神保健福祉センター 

R 7 . 2 . 1 2 
特定生活指導（薬物非行防止

指導） 
四国少年院在院中家族 四国少年院 

R 7 . 2 . 1 6 
ひきこもりサポーター養成

研修 

ひきこもりに関心のある

方々 

一般社団法人

hito.toco 

 

③コンサルテーション 

関係機関の援助者に対し、コンサルテーションを実施している。令和６年度は、実績がなかった。 
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２ 教育研修 

 

（１）精神保健福祉関係職員等に対する教育研修 

地域精神保健福祉業務に携わる関係機関職員の精神保健福祉に関する知識・技術の向上を図り、効

果的で円滑な関係機関の連携を図ることを目的として行っている。 

区分 年月日 内容 対象 参加者数 

依存症支援者
スキルアップ
研修会 

R6.7.25 

『アディクションの理解 

～ソーシャルワークの視点から～』 

 講師：日本福祉大学福祉経営学部 

准教授 田中和彦 氏 

 当事者体験談 2名 

行政・医療・司
法・福祉・保健・
教育機関等に所
属する支援者等 

50 

R6.8.30 

『アディクションと生きる社会 
～治療や支援の連携・社会づくり～』 

講師：日本福祉大学福祉経営学部 

准教授 田中和彦 氏 

※オンライン研修 

44 

R6.10.7 

『アディクションのある人を深く理解する 

～問題解決しない事例検討会のススメ～』 

 講師：日本福祉大学福祉経営学部 

准教授 田中和彦 氏 

 当事者体験談 1名 

46 

ひきこもり対
策研修会 

R6.8.1～ 

R7.1.31 

『「ひきこもり」からの生きなおし～社会と離
れてもう一度つながるまで～』 
講師:岡本 圭太 氏 

※ YouTubeによるオンデマンド配信 

一般 
223 

（視聴回数） 

自殺予防のた
めの対応力向
上研修会 

R6.8.21 

『教師にできる自殺予防 

～こどもの SOSを見逃さない～』 

講師：一般社団法人 髙橋聡美研究室  

代表 髙橋 聡美 氏 

香川県内の小中
高の教職員等 

45 

R7.2.15 

『ゲートキーパーについて「いのちを学ぶ」

～社会全体で考えるグリーフサポート～』 

講師：慈照寺坊守／グリーフサポートてらすば 

代表 秋山 美智子 氏 

ゲートキーパー
に興味・関心の
ある方 

64 

ひきこもり支
援者のための
実践研修 

R6.11.26 

『ひきこもる人に寄り添うための基礎知識
～家族・支援者が知っておきたいひきこもりの気持ち～』 
講師：NPO法人パノラマ理事長 
   石井 正宏 氏 

※オンライン研修 

ひきこもり支援
に関わる関係職
員（保健所・市町
担当者・社会福
祉協議会職員
等） 

45 
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（２）当事者・ボランティア等に対する教育研修 

  平成 8年度から開催している「みんなの精神保健福祉を語ろう会」について、当事者や家族、関係者で構

成された実行委員会で企画・運営し、実施した。 

 

（３）学生・実習生等に対する教育  

 

 

 

 

市町・保健所
及び関係機関
精神保健福祉
業務担当者研
修会 

R7.1.15 
『心のサポーター養成研修』             
 講師：心のサポーター養成研修指導者 
    精神保健福祉センター 職員 2名 

市町・保健所及
び相談支援事業
所等精神保健福
祉業務担当者 

36 

依存症対策・
思春期精神保
健・地域再犯
防止対策研修
会 

R7.2.2 

『「助けて」が言えない若者たち～OD・薬物乱
用・自傷行為・自殺…わたしたちができること
～』 
講師 国立精神・神経医療研究センター  

松本 俊彦 氏 

アディクション
の支援に関わる
支援者、若者の
心の健康に関心
がある人 

176 

区分 年月日 内容 場所 参加者数 

みんなの精神保健
福祉を語ろう会 
実行委員会 

R6.5 

～R7.3 

(全 7回) 

令和 6年度 みんなの精神保健福祉を 
語ろう会について 

精神保健福祉セ
ンター 

実人員：9 

延人員：46 

みんなの精神保健
福祉を語ろう会 

R7.1.17 
『自分を大切に生きる 

～WRAPを体験しよう～』 
講師：一般社団法人りぐらっぷ高知 

香川県青年セン
ター 

39 

年月日  対象 内容 受講者数 

R6.5.27 
香川大学医学部医学部看護学科 

1年生 
精神保健福祉センターについて 6 

R6.7.26 農業大学校担い手養成科2年生 
メンタルヘルス 

～心の健康について～  
24 

R6.8.27 県庁インターンシップ生 

センター概要説明、模擬面接、

CRAFT ワーク体験、職員との意見

交換 

13 

R6.9.3 

R6.9.11 

R6.9.13 

香川県立保健医療大学看護学科 

4年生 

センター概要説明、市町コンサル

テーション参加、ひきこもり支援

当事者活動参加、模擬面接 

8 
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３ 精神保健福祉相談 

   精神保健福祉相談として、精神保健及び精神障害者福祉に関する相談を次のとおり実施した。 
 （診療及び精神科デイケアは平成 23 年 11 月から休止中） 

     

（１）来所相談・訪問 

①相談件数の推移（訪問を含む） 

 

②相談の内訳（延相談件数） 

ア：相談種別 

 

イ：相談種別（再掲） 

 

 

 

 

ウ：対象者の性別内訳 

男性 女性 その他・不明 合計 

876 284 4 1,164 

 

エ：対象者との関係（重複あり） 

本人 家族 その他 

733 508 27 

 

 

 

 R4 R5 R6 

 

R6 訪問指導（再掲） 

実人員 222 228 242 実人員 10 

 
新規 

 
121 

 
111 

 
126 

 

男性 
 

8 

継続 101 117 116 女性     2 

延件数 961 1,107 1,164 その他・不明  0 

延件数 18 

老人 

精神保健 

社会 

復帰 

アルコ

ール 
薬物 

ギャン 

ブル 
ゲーム 思春期 

心の健康 

づくり 

うつ・ 

うつ状態 

摂食 

障害 

てん

かん 

その

他 
合計 

1 220 26 101 221 62 159 277 24 21 0 52 1,164 

ひきこもり 発達障害 自殺関連 犯罪被害 災害 

489 1 78 0 0 
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オ：対応（重複あり）  

対応 件数 

助言・指導 915 

情報提供 1 

他
機
関
紹
介 

医療機関 0 

市町／保健所 0 

福祉機関 0 

自助団体 0 

その他 0 

 

 

③実人員内訳（初回来談時） 

   ア：対象者の性別・年代別内訳 

 

イ：紹介経路（新規のみ） 

医療関係 
保健・ 

福祉関係 
教育関係 

広報・ 

電話帳等 

インター 

ネット 
既知 その他 不明 合計 

6 14 8 13 49 6 26 1 123 

 

ウ：対象者の居住地 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～9歳 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70 歳～ 不明 合計 

男性 2 21 42 43 26 19 4 2 0 159 

女性 0 13 19 13 18 10 1 2 0 76 

合計 2 34 61 56 44 29 5 4 0 235 

市町 人数 

 

市町 人数 

高松市 168 三木町 7 

丸亀市 19 直島町 0 

坂出市 11 宇多津町 1 

善通寺市 4 綾川町 5 

観音寺市 2 琴平町 0 

さぬき市 5 多度津町 1 

東かがわ市 3 まんのう町 5 

三豊市 3 県外 6 

土庄町 1 不明 0 

小豆島町 1 合計 242 

対応 件数 

心理検査 0 

紹介状 
往信 0 

返信 0 

文書作成 0 

その他 84 
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（２）電話相談 

①相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

②相談の内訳（延相談件数） 

ア：相談種別 

 

イ：相談種別（再掲） 

 

 

 

 

ウ：対象者の性別・年代別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

エ：対象者の職業 

有職 無職  学生 その他 不明 合計 

1,260 3,298 124 23 276 4,981 

 

オ：対象者との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 R4   R5 R6 

新規 909 841 810 

継続 5,065 3,965 4,171 

延件数 5,974 4,806 4,981 

老人 

精神保健 

社会 

復帰 

ア ル

コ ー

ル 

薬物 

ギ ャ

ン 

ブル 

ゲー

ム 

思春

期 

心の健康 

づくり 

うつ・ 

うつ状態 

摂食 

障害 

てん

かん 

その

他 
合計 

324 2,374 26 250 86 40 289 1,065 221 34 2 270 4,981 

ひきこもり 発達障害 自殺関連 犯罪被害 災害 

159 99 103 0 0 

 ～9歳 10代 20 代 30代 40代 50代 60代 70歳～ 不明 合計 

男性 3 71 490 570 185 605 213 28 147 2,312 

女性 2 35 73 129 491 1,035 452 188 234 2,639 

その他 
不明 

0 5 5 1 0 0 0 0 19 30 

合計 5 111 568 568 676 1,640 665 216 400 4,981 

本人 配偶者 親 子 
その他 

親族 
その他 合計 

4,391 42 354 22 73 99 4,981 
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カ：相談内容 

内容 件数 

精神的な病気・障害に関すること 726 

 

不安・疑問 539 

診療機関・相談機関 76 

その他 111 

行動上の問題 294 

 

非社会的行動 173 

反社会的行動 4 

その他 117 

対人関係に関する問題 1378 

 

家族 643 

職場 178 

学校 13 

その他 544 

依存の問題 462 

 

アルコール 36 

薬物 249 

ギャンブル 86 

ゲーム 38 

その他 53 

心の健康に関すること 260 

性に関すること 22 

制度・福祉的なこと 50 

話を聞いてほしい 1,719 

その他 67 

合計 4,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ：紹介経路（新規相談） 

紹介経路 件数 

医療関係 31 

保健・福祉関係 28 

教育関係 8 

広報・電話帳等 30 

インターネット 290 

既知 87 

その他 61 

不明 317 

合計 852 

 

ク：対応（重複あり）  

対応 件数 

傾聴・助言 4,848 

情報 

提供 

医療機関 64 

保健所・市町 60 

福祉機関 37 

自助団体 3 

その他 96 

来所予約 175 

その他 21 

 

ケ：所要時間 

所要時間 件数 

～5分 378 

～15分 1,214 

～30分 1,566 

～60分 1,502 

60 分～ 321 

合計 4,981 
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（３）メール相談 

①相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

②相談の内訳（延相談件数） 

ア：相談種別  

 

イ：相談種別（再掲） 

 

 

 

 

ウ：対象者の性別・年代別内訳 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳～ 不明 合計 

男性 4 4 1 1 1 1 2 2 16 

女性 0 9 4 3 2 0 2 1 21 

その他 
不明 0 1 0 0 0 0 0 12 13 

合計 4 14 5 4 3 1 4 15 50 

 

エ：対象者の職業 

有職 無職 学生 その他 不明 合計 

7 22 6 0 15 50 

 

オ：対象者との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R4 R5 R6 

実件数 35 49 34 

延件数 55 70 50 

老人 

精神保健 

社会 

復帰 

ア ル コ

ール 
薬物 

ギャン 

ブル 
思春期 

心の健康 

づくり 

うつ・ 

うつ状態 

摂食 

障害 

てん

かん 
その他 合計 

6 15 0 0 0 7 15 0 0 0 7 50 

ひきこもり 発達障害 自殺関連 犯罪被害 災害 

11 3 5 0 0 

本人 家族 友人知人 その他 合計 
 

対応 件数 

25 24 1 0 50 カウンセリング 33 

紹介 0 

情報提供 33 

その他 2 

返信不要 10 

カ：対応（重複） 
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（４）特定相談 

昭和 64年 1月 5日付け厚生省保健医療局長通知「精神保健センターにおける特定相談事業実施要領につ

いて」に基づく特定相談事業の一環として、アルコール関連問題及び思春期精神保健に関する相談指導等を

実施している。 

 

①アルコール関連問題に関する相談指導等 

ア：相談件数（再掲） 

 来所相談 電話相談 メール相談 

延件数 
26 

（実人員：5） 
26 0 

 

イ：女性酒害者の会「オリーブの会」 

昭和 62年 5月、当センターの主体的な関与により、女性のための断酒例会が発足した。女性アルコー

ル依存症等の方々が支え合い、女性ゆえの苦しみを当事者同士で理解し合い、助け合うことを目的に月2

回開催している。 

回数 
参加者数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

23 18 144 
毎月第 2火曜日 14：00 ～ 16：00 

  第 4水曜日 14：00 ～ 16：00 

体験発表 

グループミーティング 

 

 

②思春期精神保健に関する相談指導等 

ア：相談件数（再掲） 

 来所相談・訪問指導 電話相談 メール相談 

延件数 
159 

（実人員：38） 
289 7 
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４ 普 及 啓 発 

  

一般住民に対し、精神保健福祉や精神障害についての正しい知識、精神障害者の権利擁護等について普及啓

発を行うことを目的として、次のとおり実施している。 

  

（１）自殺予防週間及び自殺対策強化月間における活動 

自殺予防週間及び自殺対策強化月間においては、こころの電話相談の相談受付時間を延長し、閉庁時間に

特別開設するなど、相談体制を強化している。 

また、香川県弁護士会との共催で「暮らしとこころの相談会」を実施し、こころの悩みを抱えた相談者か

らの相談に対応した。 

 内容 日時 

自殺予防週間 
電話相談延長 R6.9.11 16:30～21:00 

暮らしとこころの相談会 R6.9.12 10:00～13:00 

自殺対策強化月間 
電話相談延長 R7.3.10 16:30～21:00 

暮らしとこころの相談会 R7.3.4 10:00～13:00 

 

（２）ゲートキーパー普及啓発事業 

平成 25 年度より『ゲートキーパー普及啓発事業』を実施している。自らがゲートキーパーとして自殺予

防に取り組むために必要な基礎的知識と予防の実際について学習するために、依頼に応じて講師を派遣して

おり、講師については、当センター職員、認定 NPO法人マインドファースト及び認定 NPO法人グリーフワー

クかがわが担当した。 

また、障害福祉課、保健所等主催のイベント時に、ゲートキーパー推進キャラクター・きーもんの貸し出

しを行い、自殺予防とゲートキーパーの普及啓発を行っている。 

実施日 申込者 対象 参加者数 

R6.6.13 
まんのう町福祉保険課地域包括支援

センタ―室 

介護支援専門員、包括支援センタ―

職員 
21 

R6.7.8 

R6.7.11 
高松地方検察庁 県内地方検察庁職員 142 

R6.8.7 
香川県高等学校養護教諭精神保健自

主研修会 
養護教諭 42 

R6.8.22 多度津町民生委員・児童委員協議会 民生委員・児童委員 51 

R6.8.29 大寿苑老人介護支援センタ― 
支援センタ―協力員、支援センタ―

職員 
17 

R6.9.11 三豊市福祉課 市職員 27 

R6.9.13 琴平町子ども・保健課 町民、町職員等 17 

R6.11.16 観音寺市 PTA連絡協議会 PTA会員、市ヘルスプラン策定委員 100 

R6.12.10 土庄町 町職員 20 

R7.2.3 県消防学校 救急科入校生 36 

R7.2.18 丸亀市民生委員 
民生委員・児童委員、市社会福祉協

議会職員、市職員 
150 
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（３）アルコール等健康障害対策出前講座 

依存症に関する理解を深め、自らが予防に必要な注意を払うことができるよう、正しい知識を普及すると

ともに、依存症者に関わる可能性のある支援者が正しい知識を持ち、スムーズに必要な機関へとつなぎ、地

域での連携体制を強化することを目的に出前講座を実施した。 

実施日 申込者 対象 参加者数 

R6.4.7 穴吹パティシエ福祉カレッジ（ハイブリッド） 学生 63 

R6.4.9 香川県立保健医療大学 学生 90 

R6.7.18 香川高等専門学校（高松キャンパス） 学生・教員 20 

R6.9.16 坂出市健康づくりをすすめる市民の会 会員 33 

R6.9.24 香川県警察学校 初任科生 29 

R6.10.8 香川県農業大学校 学生 57 

R6.11.26 香川県警察本部 職員 40 

R6.11.29 高松けいりん 職員 22 

R6.12.2 香川大学 学生 153 

R6.12.16 守里会看護専門学校 学生 12 

R6.12.17 直島町 小学生・教員・保護者 59 

R7.1.20 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 学生・教員 126 

 

（４）精神保健福祉協会に関する活動 

  香川県精神保健福祉協会が毎年開催する「香川県精神保健福祉大会」や「こころの健康展」について企画

や運営に協力している。 

 

（５）図書、DVD 等の整備 

  当センターの図書室は、センターの受付時間内に利用することができ、貸出しも行っている。開架式であ

り、直接手にとって閲覧することができる。蔵書は精神医学、精神保健、精神障害者の福祉に関するものを

中心に約 3,000冊、ＤＶＤなどの視聴覚資料は約120本あり、精神保健福祉関係者や当事者、家族、ボラン

ティアなどが利用している。また、関係機関より送付される報告書、関係紙等は一般には得にくい資料とし

て貴重なものである。図書検索のためのデータベースを作成し、活用している。 

 

（６）ホームページの更新 

当センターの事業概要や研修会の案内、制度改正等について、ホームページによる情報提供を行って

いる。掲載内容については随時更新を行い、タイムリーな情報提供に努めている。自立支援医療、精神

障害者保健福祉手帳のページへのアクセスが多い。 

URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/seishinhoken/seishinhoken/kfvn.html 

 

（７）普及啓発用パネルの展示 

県民一人ひとりがこころの健康について関心を持ち、正しい知識の普及を図ることを目的に、障害福

祉課と協働し、「ギャンブル啓発週間パネル展」、「アルコール健康障害啓発週間パネル展」、「こころの

健康づくりパネル展」を開催した。 

 

 

 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/seishinhoken/seishinhoken/kfvn.html
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５  組 織 育 成 

 

 精神保健福祉活動に携わる民間の組織・団体の育成を図る支援を行うため、当センターでは精神障害者家族

会や関係団体に対し、助言・協力等を実施している。 

 

（１）精神障害者家族会 

  香川県精神障害者家族会連合会は昭和48年に結成されている。当センターでは家族会に協力することで、

支援に関わっている。 

  

（２）断酒会 

  香川県断酒会は昭和41年に結成され、断酒例会を県内各地で開催している。当センターでは、支援機関

として側面的に関わりを持っている。 

 

 

 

 

 

 

（３）女性酒害者の会「オリーブの会」（再掲） 

昭和 62年 5月、当センターの主体的な関与により、女性のための断酒例会が発足した。女性アルコール

依存症等の方々が支え合い、女性ゆえの苦しみを当事者同士で理解し合い、助け合うことを目的に月 2 回

開催している。 

回数 
参加者数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

23 18 144 
毎月第 2火曜日 14：00 ～ 16：00 

  第 4水曜日 14：00 ～ 16：00 

体験発表 

グループミーティング 

 

（４）香川ダルク支援会 

   平成 21年 12 月に「香川ダルク設立準備会」が発足し、当センターは準備会メンバーとして関与してき

た。平成 23年 12月に香川ダルク発足後は、「香川ダルク支援会」のサポートメンバーとして会合に出席す

る等の協力・支援を行っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 内 容 場 所 参加者数（延） 

R6.4～R7.3 
本部例会（毎月 1回）
への協力 

香川県 
高松合同庁舎 

139 
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６ 自殺対策事業 

 

（１）自殺未遂者訪問等支援事業 

  ①自殺未遂者への個別支援 

平成 22年 7月より自殺未遂者の再度の自殺を防ぐために、二次救急医療機関（香川県立中央病院）や保

健所等との連携のもと、本事業を開始した。自殺企図をして救急搬送された未遂者に対し当センターからの

精神保健福祉的な支援が必要と判断された場合、家族もしくは本人に本事業を紹介し、治療終了後、同意の

得られた方に当センターが継続的に支援を行うものである。また、関係機関からの自殺企図の相談や連絡を

受けるほか、本人からの相談の中で自殺企図の可能性が高いと判断されるケースについても対応しており、

数年にわたり支援を継続しているケースもある。 

 

②二次救急医療機関との連携 

二次救急医療機関（香川県立中央病院、三豊総合病院（R6.11～））を訪問し、連携のための情報交換と

自殺未遂者のためのリーフレットを配布している。 

 

（２）ゲートキーパー普及啓発事業（再掲） 

平成 25年度より『ゲートキーパー普及啓発事業』を実施している。自らがゲートキーパーとして自殺予防

に取り組むために必要な基礎的知識と予防の実際について学習するために、依頼に応じて講師を派遣してお

り、講師については、当センター職員、認定 NPO 法人マインドファースト及び認定 NPO 法人グリーフワーク

かがわが担当した。 

また、障害福祉課、保健所等主催のイベント時に、ゲートキーパー推進キャラクター・きーもんの貸し出し

を行い、自殺予防とゲートキーパーの普及啓発を行っている。 

 

（３）自殺予防週間及び自殺対策強化月間における活動（再掲） 

  自殺予防週間及び自殺対策強化月間においては、こころの電話相談の相談受付時間を延長し、閉庁時間に

特別開設するなど、相談体制を強化している。 

また、香川県弁護士会との共催で「暮らしとこころの相談会」を実施し、こころの悩みを抱えた相談者か

らの相談に対応した。 

 内容 日時 

自殺予防週間 
電話相談延長  R6.9.11 16:30～21:00 

暮らしとこころの相談会  R6.9.12 10:00～13:00 

自殺対策強化月間 
電話相談延長  R7.3.10 16:30～21:00 

暮らしとこころの相談会 R7.3.4 10:00～13:00 
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（４）自殺予防のための対応力向上研修・思春期精神保健研修会（再掲） 

自殺予防につなげることを目的とし、支援者を対象とした研修会を開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、県民一人ひとりがこころの健康について関心を持ち、正しい知識の普及を図ることを目的に、障害

福祉課と協働し、「こころの健康づくりパネル展」を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 内         容 対 象 者 参加者数 

R6.8.21 

教師にできる自殺予防～子どもの SOS を見逃さない
～ 

講師：一般社団法人 髙橋聡美研究室 
代表  髙橋聡美 博士（医学） 

香川県内の小中高
の教職員 等 

40 

R7.2.15 

ゲートキーパーについて「いのちを学ぶ」～社会全体
で考えるグリーフサポート～ 
講師：慈照寺坊守／グリーフサポートてらすば 

代表  秋山 美智子 氏 

ゲートキーパーに
興味・関心のある方 

64 

 実施期間 

自殺予防週間 R6.9.9～R6.9.13 

自殺対策強化月間 R7.3.17～R7.3.21 
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７ ひきこもり対策事業 

 

 ひきこもり当事者や家族を支援し、福祉の推進を図ることを目的に、ひきこもり対策推進事業実施要領（平

成 21年 5月 8日付け厚生労働省社会・援護局長通知）に基づき、当センター内にひきこもり地域支援センタ

ー“Andante（アンダンテ）”を開設した。（開設日：平成 23年 6月 20日） 

ひきこもり地域支援センターを中心に、以下の事業を行った。 

 

（１）来所相談（再掲） 

①相談件数の推移（訪問を含む） 

 

②相談者内訳 

ア：相談者（本年度初回来談時） 

 

 

 

 

  イ：当事者の性別内訳 

 男性 女性 その他・不明 

実人員 37 28 9 0 

 

（２）電話相談（再掲） 

 R4 R5 R6 

新規 81 74 80 

継続 67 63 79 

延件数 148 137 159 

 

（３）メール相談（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 R4 R5 R6 
 

R6 訪問指導（再掲） 

実人員 83 73 98 実人員 7 

 
新規 

 
23 

 
14 

 
29 

 
 

男性 
 

6 

継続 60 59 69 女性 1 

延件数 525 513 489  その他・不明  0 

延件数 15 

 本人のみ 本人と家族 家族のみ 

実人員 89 29 7 53 

 R4 R5 R6 

実件数 9 14 34 

延件数 14 25 50 
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（４）ひきこもり親のグループワーク 

ひきこもりの子どもを持つ親を対象とし、自由な雰囲気の中、話し合うことでリフレッシュを図り、子ど

もの状態に対する不安を解消する場としている。 

回数 
参加者数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

12    19 55 
毎月 1回（第 2金曜日） 

13：30 ～ 15：00 
グループミーティング 

 

 

（５）ひきこもり当事者の集団活動 

ひきこもり当事者の社会参加へのステップアップを目的とした当事者の集団活動を平成 25 年 10 月から

開催している。ひきこもりサポーターの協力を得て個々のニーズに合った支援内容を展開している。 

回数 
参加者数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

24 16 178 
毎月 2回（第 1・3水曜日） 

13：30 ～ 15：30 
集団活動 

 

 

（６）ひきこもり対策研修会（再掲） 

    ひきこもり支援に関わる関係者や当事者の家族等が、ひきこもりへの理解を深め、より良い支援の手がか

りをつかむと共に、地域でひきこもりを考え今後の手立てとすることを目的として開催している。 

 

 

（７）ひきこもり支援者のための実践研修（再掲） 

  ひきこもり支援に携わる関係者が、ひきこもりへの理解を深め、ひきこもりの状態にある者及びその家族

への相談支援をより充実するため、実践的な知識や技術を学ぶことを目的として実施している。 

 

 

 

 

 

 

年月日 内         容 対 象 者 参加者数 

R6.8.1

～ 

R7.1.31 

『「ひきこもり」からの生きなおし～社会と離れても
う一度つながるまで～』 
講師:岡本 圭太 氏 

※ YouTubeによるオンデマンド配信 

一般 
223 

（視聴回数） 

年月日 内         容 対 象 者 参加者数 

R6.11.26 

『ひきこもる人に寄り添うための基礎知識
～家族・支援者が知っておきたいひきこもりの気持ち～』 
講師：NPO法人パノラマ理事長 
   石井 正宏 氏 

※オンライン研修 

ひきこもり支援に
関わる関係職員（保
健所・市町担当者・
社会福祉協議会職
員等） 

45 
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（８）ひきこもり対策連絡協議会 

ひきこもり支援に携わる関係機関の連携を強化し、支援体制の充実を図るとともに、県内のひきこもり

対策が円滑に推進されるよう、ひきこもり対策連絡協議会を年 2回開催した。 

  年月日 内  容  参加者数 

第 1回 

（オンライ

ン会議） 

R6.6.25 

（1）香川県のひきこもり支援体制について 

(2) 各市町ひきこもり支援の取組み状況について 

(3) グループワーク 

57 

第 2回 

（オンライ

ン会議） 

R6.11.26 
(1）ひきこもり支援者のための実践研修 

(2) 情報交換 
45 

                               ※第 2回は、ひきこもり支援者のための実践研修と同時開催 

 

 

（９）ひきこもりサポーター登録・名簿管理 

  県内で実施されているひきこもりサポーター養成研修事業・派遣事業について、当センターはひきこもり

サポーターの登録及び名簿管理を担っている。また事業の円滑な実施のために、必要に応じて市町等に対し

助言を行っている。 

 

（１０）ひきこもり専門相談員派遣 

  市町・保健所、社会福祉協議会その他ひきこもり相談を受ける者へのスーパーバイズ等を行い、地域相談

者のスキル向上と相談機能の充実を図るため、県が委嘱した 3 名のひきこもり専門相談員（ひきこもり支

援の豊富な相談実績及び知識を有する者）の派遣を行っている。 

 

（１１）ひきこもり市町等支援員の配置 

  より住民に身近な市町でのひきこもり支援の充実・強化を図ることを目的として、ひきこもり支援関係機

関や市町の職員に対し、支援に必要な知識及び技術等を指導するとともに、地域における関係機関ネットワ

ーク構築の促進等を行うひきこもり市町等支援員を配置している。 
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８ 依存症対策事業 

 

平成 29年度より「依存症者回復支援事業」を開始し、依存症当事者及びその家族への依存症からの回復を

促進し、依存症についての正しい理解の普及啓発や地域における依存症対策の推進に向け取り組んでいる。 

  

（１）依存症相談件数 

①来所相談（再掲）   

 R4 R5 R6 

アルコール 
 実人員 7 13 5 

 延件数 26 20 26 

薬物 
 実人員 11 16 17 

 延件数 47 68 101 

ギャンブル等 
 実人員 31 30 43 

 延件数 102 208 221 

ゲーム 
 実人員 13 9 16 

 延件数 57 27 62 

その他依存 
 実人員 9 11 16 

 延件数 15 46 93 

合計 
 実人員 71 74 98 

 延件数 247 362 503 

 

    

②電話相談（再掲） 

 R4 R5 R6 

アルコール 52 32 26 

薬物 26 74 250 

ギャンブル等 64 104 86 

ゲーム 30 27 40 

その他依存 0 23 53 

延件数 172 260 455 
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③メール相談（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）回復プログラム 

  ①実施状況 

   法務少年支援センター高松の協力を得て、希望者に対して回復プログラムを個別に実施した。 

対象者 テキスト 実人員 実施回数 

薬物 
ＨＩＭＡＲＰＰ 

2 9 

アルコール 0 0 

ギャンブル等 

ＳＡＴ－Ｇ 23 74 

ＳＡＴ－Ｇライト 0 0 

標準的治療プログラム 0 0 

 

②ケース会議の開催 

   回復プログラム受講者に対する、プログラムの実施方法及びプログラム終了後の支援について検討し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R4 R5 R6 

アルコール 1 0 0 

薬物 0 0 0 

ギャンブル等 0 1 0 

ゲーム 0 0 0 

その他依存 0 0 0 

延件数 1 1 0 
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（３）家族支援 

依存症当事者（アルコール・薬物・ギャンブル等）の家族が集い、依存症の理解を深めるとともに、自由

な雰囲気の中で話し合うことで、家族が元気を取り戻し、当事者の回復を支援することを目的に開催してい

る。平成30年度から薬物依存症当事者の家族を対象にテキストを使用した心理教育プログラムを実施する

グループワークと、依存症当事者の家族を対象とした家族教室を開催していたが、令和 5 年度より、当事

者・家族・支援者の学ぶ場としてアディクションセミナーと、依存症当事者の家族を対象としたアディクシ

ョン家族交流会を開催している。 

 

①アディクションセミナー 

回数 
参加者数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

7 28 91 

偶数月第 1火曜日 

14:00 ～ 16:00 

（ハイブリッド形式） 

① 第 1回～第 6回 アディクション

について（各回テーマあり） 

講師：藤井クリニック 藤井望夢 氏 

② 特別回 債務整理について 

講師：四国財務局 財務相談員 

  

②アディクション家族交流会 

回数 
参加者数 

開 催 日 時 内 容 
実人員 延人員 

6 13 44 
奇数月第 4木曜日 

14：00 ～ 16：00 

①コミュニケーショントレーニング 

②わかち合い 

 

 

（４）依存症対策・思春期精神保健・再犯防止対策推進研修会 

依存症に関する正しい理解とその対応について学ぶために研修会を開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日 内         容 対 象 者 参加者数 

R7.2.2 

 
「助けて」が言えない若者たち～OD・薬物乱用・自傷
行為・自殺…わたしたちができること～ 
講師 国立精神・神経医療研究センター  

松本 俊彦 氏 
 

アディクションの
支援に関わる支援
者、若者の心の健康
に関心がある人 

176 
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（５）依存症支援者スキルアップ研修会 （再掲） 

支援者が効果的な対応方法を身につけることで、依存症者への支援技術の向上を図ることを目的にスキ

ルアップ研修会を開催している。令和 6 年度は、講師に日本福祉大学福祉経営学部（通信教育）准教授 田

中和彦氏を招き、3 回シリーズで開催した。 

 

 

（６）アルコール等健康障害対策出前講座（再掲） 

依存症に関する理解を深め、自らが予防に必要な注意を払うことができるよう、正しい知識を普及すると

ともに、依存症者に関わる可能性のある支援者が正しい知識を持ち、スムーズに必要な機関へとつなぎ、地

域での連携体制を強化することを目的に出前講座を実施した。 

 

実施日 申込者 対象 参加者数 

R6.4.7 穴吹パティシエ福祉カレッジ（ハイブリッド） 学生 63 

R6.4.9 香川県立保健医療大学 学生 90 

R6.7.18 香川高等専門学校（高松キャンパス） 学生・教員 20 

R6.9.16 坂出市健康づくりをすすめる市民の会 会員 33 

R6.9.24 香川県警察学校 初任科生 29 

R6.10.8 香川県農業大学校 学生 57 

R6.11.26 香川県警察本部 職員 40 

R6.11.29 高松けいりん 職員 22 

R6.12.2 香川大学 学生 153 

R6.12.16 守里会看護専門学校 学生 12 

R6.12.17 直島町 小学生・教員・保護者 59 

R7.1.20 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 学生・教員 126 

 

 

 

 

 

年月日 内         容 対 象 者 参加者数 

R6.7.25 

当事者体験談 2名 
 
講話『アディクションの理解 

～ソーシャルワークの視点から～』 

行政・医療・司法・
福祉・保健・教育機
関等に所属する支
援者等 

50 

R6.8.30 
講話『アディクションと生きる社会 

～治療や支援の連携・社会づくり～』 
（オンライン開催） 

   44 

R6.10.7 

当事者体験談 1名 
 
「アディクションのある人を深く理解する 

～問題解決しない事例検討会のススメ～』 

46 
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（７）香川県アルコール健康障害対策実務者連携会議 

香川県アルコール健康障害対策推進計画に基づき、香川県におけるアルコール健康障害に関する予防及

び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備のため、香川県アルコール健康障害対策実

務者連携会議を開催している。令和 6 年度は、厚生労働省のアルコール健康障害対策有識者（アドバイザ

ー）等派遣事業に基づき、特定非営利活動法人アスク代表 今成 知美氏をお招きし、ハイブリッド形式で

行った。 

 

年月日 内  容  参加者数 

R6.12.6 

（1）第２期香川県アルコール健康障害対策推進計画における基本的施策取

組状況について 

(2) 第２期アルコール健康障害対策基本計画とコロナ禍以降のアルコー

ル問題の現状・各自治体の取組について 

（3）関係機関におけるアルコール健康障害に対する取組等について 

24 

（オンライ

ン含） 
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第 1項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の申請

に対する審査・交付事務及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第 1項

の規定に基づく自立支援医療（精神通院医療）の支給認定を行っている。 

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明し、手帳の交付を受けたものに対

し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図

ることを目的とする。 

 自立支援医療費（精神通院医療）は精神障害者の自立を支援し適正な精神医療を普及するものであり、そ

の給付水準は、原則として医療費の自己負担を1割とするものである。ただし、世帯の所得水準に応じて 1

か月当たりの負担額に上限額を設定するものである。 

 

（交付数：令和６年度、所持者数・受給者数：令和７年３月 31日現在） 
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精神保健福祉手帳所持者・自立支援医療受給者数（各年度末現在）

手帳3級

手帳2級

手帳1級

自立支援

医療

９ 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療（精神通院医療） 

精神障害者保健福祉手帳交付数・所持者数     自立支援医療（精神通院）交付数・受給者数 

交付数  

新 規 831 

 

 

 

交付数 

新 規 1,451 

更 新 3,718 再 認 定 12,821 

県外からの転入 103 県外からの転入 160 

再 交 付 101 再 交 付 221 

等 級 変 更 32 変 更 4,974 

所 持 者 数 8,802 受 給 者 数 14,358 
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市町別精神障害者保健福祉手帳所持者数・自立支援医療（精神通院医療）受給者数 

（令和７年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

保健所 市町名 
精神障害者手帳 自立支援医療 

（精神通院医療） 1 級 2級 3級 合計 

小 豆 総 合 事 務 所 
土 庄 町 6 58 45 109 155 

小 豆 島 町 10 72 51 133 171 

計 16 130 96 242 326 

東讃保健福祉事務所 

さ ぬ き 市 31 210 154 395 658 

東 か が わ 市 12 126 77 215 364 

三 木 町 14 145 103 262 377 

直 島 町 0 3 4 7 22 

計 57 484 338 879 1,421 

中讃保健福祉事務所 

丸 亀 市 42 626 345 1,013 1,821 

坂 出 市 32 320 142 494 931 

善 通 寺 市 17 150 116 283 478 

宇 多 津 町 8 84 88 180 301 

綾 川 町 9 83 62 154 268 

琴 平 町 7 59 24 90 137 

多 度 津 町 11 132 74 217 358 

ま ん の う 町 11 69 33 113 185 

計 137 1,523 884 2,544 4,479 

西讃保健福祉事務所 
観 音 寺 市 31 256 167 454 744 

三 豊 市 22 260 182 464 834 

計 53 516 349 918 1,578 

高 松 市 保 健 所 高 松 市 238 2,265 1,716 4,219 6,554 

合計 501 4,918 3,383 8,802 14,358 
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１０ 精神医療審査会 

 

 精神医療審査会は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の３第２項（入院措置時及び定期

の入院の必要性に関する審査）及び同法第38条の５第２項（退院等の請求による入院の必要性等に関する

審査）の規定による審査を行っている。当センターでは、同法第12条に基づき、平成 14年４月から精神医

療審査会事務を実施している。 

法改正等にともなう審査件数の増加に対応するため、令和６年度からは、精神医療審査会の合議体を３つ

から４つに増やし、各合議体が概ね２週間ごとに審査を行っている。 

 

（１）委員構成 

 

（２）審査状況 

①審査会開催状況   合議体開催：年24回  全体会：年１回 

②合議体による審査 

ア：定期報告等の審査結果 

 

イ：退院等請求の審査結果 

 委員数（１合議体当たり） 予備委員 計 

精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 12（３） ０ 12 

精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を 

有する者 
４（１） ３ ７ 

法律に関し学識経験を有する者 ４（１） ２ ６ 

合計 20（５） ５ 25 

                          審査件数 

審査結果 

現在の入院形態 

での入院が適当 

他の入院形態へ

の移行が適当 

入院の継続は 

適当でない 

医療保護入院者の入院届 1,538 1,538 0 0 

医療保護入院者の入院期間更新届 404 404 0 0 

措置入院診断書 34 34 0 0 

定期病状報告 
医療保護入院 52 52 0 0 

措置入院 33 33 0 0 

合計 2,061 2,061 0 0 

 

審
査
受
理
件
数 

退
院
又
は
取
下
げ 

次
年
度
繰
越
し 

審
査
件
数 

審査結果 

現在の入院

形態または

処遇が適当 

他の入院形

態への移行

が適当 

合議体が定

める期間内

に他の入院

形態への移

行が適当 

入院の継続

は適当でな

い 

処遇は適当

でない 

退院請求 47 10 1 36 35 0 1 0 0 

処遇改善請求 0 0 0  0  0 0 0 0 0 

合計 47 10 1 36 35 0 1 0 0 
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１１ 調査研究 

 

令和６年度においては、「香川県における依存症啓発事業の取組み 「出前講座」方式を取り入れた効果」

というテーマについて、調査研究を行った（令和７年２月７日、四国公衆衛生研究発表会にて発表）。 
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香川県における依存症啓発事業の取組み 

「出前講座」方式を取り入れた効果 

 

  中山昌代             蓮井雄介 

            香川県精神保健福祉センター   香川県障害福祉課    

はじめに 

香川県では、「アルコール健康障害対策基本法」の制

定に伴い、平成31年3月に「香川県アルコール健康障害対

策推進計画（第1期）」を策定した。従来、アルコール依

存症の普及啓発の一環として研修会や個々の講話等の

集合型研修を実施していたが、同計画に基づく「アルコ

ール健康障害対策出前講座（以下「出前講座」という。）」

を実施することとなった。実施にあたっては、精神保健

福祉センター（以下「センター」という。）と障害福祉

課の担当者が連携しながら行ってきた。本稿では、令和

元年度から現在に至るまでの「出前講座」の取組みと効

果について報告する。 

 

取り組み内容 

【令和元年度～令和2年度】 

出前講座の冒頭にセンター職員が国・県の依存症対策

の動向、センターの紹介、アルコール健康障害について

説明を行い、アルコールパッチテストを実施。その後、

依存症治療拠点病院の精神科医師よりアルコール依存

症についての講話を実施した。 

依存症者に関わる可能性のある機関として、県警本部

や警察学校等の行政機関や、大学・専門学校等の教育機

関にも事業説明等の働きかけを行い、初年度は3回実施

124名が参加。令和2年度は新型コロナウイルス（COVID-

19）の感染症対策を行ったうえで3回実施し、117名が参

加した。 

【令和3年度～令和4年度】 

 「ギャンブル等依存症対策基本法」の制定に伴い、令

和3年3月に「香川県ギャンブル依存症対策推進計画（第

1期）」を策定し、講座内容にギャンブル等を加えた。日

程や時間、内容によってはセンター職員のみで対応する

ことで、より多くの希望箇所で実施できるよう体制を整

えた。 

 感染症対策の観点から、集合形式での出前講座の多く

は実施できなかったが、オンライン形式で実施する等の

対策を行いながら、令和3年度に2回実施し67名が参加、

令和4年度に3回実施し、177名が参加した。 

【令和5年度～現在】 

「再犯の防止等の推進に関する法律」の制定に伴い策

定された「香川県再犯防止推進計画」、「香川県ネット・

ゲーム依存症対策条例」に基づき、講座内容に薬物やネ

ット・ゲームを加え、名称を「アルコール等
・

健康障害対

策出前講座」に変更したことで教育機関からの申込みが

大幅に増え、令和5年度は12回実施し、789名が参加した。 

 今年度は、近年のSNSを利用した情報発信等により、若

者の市販薬、処方薬乱用の相談件数が増加傾向にあるこ

とを受け、県下の高等学校に出前講座の周知を行ってお

り、若年層への働きかけも強化しているところである。 

  

取組みの成果 

令和5年度から、講座受講後に依存症の知識の深まり

等についてアンケートを実施した。結果は、「とても深

まった」70％、「少し深まった」29％、「どちらでもな

い」1％、「あまり深まらなかった」と「深まらなかった」

が0％であった。講座実施後は9割以上が知識が深まって

おり、理解が深まった。 

アンケートの感想の中には「講座を受けてよかった」、

「今後も継続して開催してほしい」、「講座を受けて、

依存症に対する見方が変わった」等があった。 

 また、初年度と令和5年度の参加者数を比較すると6倍

以上となり、参加延人数は1,274名となった。 

 

おわりに 

 依存症は、「意志が弱い人がなる」、「性格の問題で

ある」等、誤解や偏見が強い病気である。このことが当

事者や家族を相談から遠ざけ問題を深刻化させる。回復

には、孤立を防ぎつながりをつくることが大切である。 

 出前講座方式を取り入れたことで、集合型研修では実

施しにくかった所でも普及啓発活動ができ、色々な可能

性を見いだせた。また、関係機関だけでなく、従来、啓

発対象にしづらかった若年層にも働きかけができるよ

うになり、知識を深めてもらうことができた。 

 講座の参加者からは「困った時には相談したい」、「近

くに依存症かもしれない人がいるが、その人に教えてあ

げたい」等の声が聞かれ、参加者自身の行動や態度の変

容の可能性を感じた。 

 今後も、年齢等のターゲット層に応じた出前講座を実

施し、より効果的な講座内容となるよう工夫を行いたい。
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Ⅲ 資料 

 

１ 法規関係 

 

（１）香川県精神保健福祉センター条例（昭和 42 年 3 月 16 日条例第 3号） 

改正 昭和 63 年 3月 24 日条例第 12 号、平成 7年 7月 7日条例第 34 号、平成 14 年 3月 27 日条例第 25 号、平成 18 年

3月 28 日条例第 18 号、平成 24 年 3月 23 日条例第 24 号、平成 25 年 3月 22 日条例第 14 号、令和 6年 3月 25

日条例第 11 号 

 

（設置） 

第１条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「法」とい

う。）第６条第１項の規定に基づき、香川県精神保健福祉センター（以下「精神保健福祉センタ

ー」という。）を高松市に設置する。 

一部改正〔昭和63年条例12号・平成７年34号・14年25号〕 

（業務） 

第２条  精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。 

(１) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及 

(２) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究 

(３) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの 

(４) 精神障害者の診療 

(５) 香川県精神医療審査会の事務 

(６) 法第45条第１項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第123号）第52条第１項に規定する支給認定（精神障害者

に係るものに限る。）に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの 

(７) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第２項又は第51

条の７第２項の規定による市町が同法第22条第１項又は第51条の７第１項の支給の要否の決

定を行うに当たっての意見陳述 

(８) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第１項又は第51

条の11の規定による市町に対する技術的事項についての協力その他必要な援助  

(９) 前各号に掲げるもののほか、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために

必要な業務 

一部改正〔昭和63年条例12号・平成７年34号・14年25号・18年18号・24年24号・25年

14号・令和6年11号〕 

（使用料及び手数料） 

第３条  精神保健福祉センターを利用する者は、香川県使用料、手数料条例（昭和 27年香川県

条例第２号）の定めるところにより、使用料又は手数料を納入しなければならない。 

一部改正〔昭和63年条例12号・平成７年34号〕 

（補則） 

第４条  この条例に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理について必要な事項は、規則

で定める。 

一部改正〔昭和63年条例12号・平成７年34号〕 
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附 則  

１ この条例は、昭和42年４月１日から施行する。 

２ 香川県精神衛生相談所設置条例（昭和27年香川県条例第29号）は、廃止する。 

附  則（昭和63年３月24日条例12号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。（後略） 

附  則（平成７年７月７日条例第34号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（平成14年３月27日条例第25号） 

この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

附  則（平成18年３月28日条例第18号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。（後略） 

附  則（平成24年３月23日条例第24号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附  則（平成25年３月22日条例第14号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。（後略） 

附  則（令和６年３月25日条例第11号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

 

 

（２）香川県精神保健福祉センター規則（昭和 42年４月１日規則第 21 号） 

改正 昭和 44 年３月 31 日規則第６号、50 年５月 31 日第 32 号、63 年６月 30 日第 37 号、平成２年５月 31 日第 35 号、平成３年

５月 31 日第 3４号、５年５月 31 日第 35 号、平成７年７月７日第 55 号、平成 15 年３月 24 日第 19 号、平成 17 年３月 29 日

第 46 号、平成 18 年３月 28 日第 14 号、平成 20 年３月 25 日第 13 号 

 

（趣旨） 

第１条  この規則は、香川県精神保健福祉センター条例（昭和42年香川県条例第３号）第４条の

規定に基づき、香川県精神保健福祉センター（以下「精神保健福祉センター」という。）の管理に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

一部改正〔昭和63年規則37号・平成７年55号・15年19号〕 

（職員） 

第２条  精神保健福祉センターに次の職員を置く。 

(１) 所長 

(２) 次長 

(３) 副主幹 

(４) 主任 

(５) その他の職員 

一部改正〔昭和50年規則32号・63年37号・平成２年35号・３年34号・５年35号・７年55

号・17年46号・18年14号〕 

（職務） 

第３条  所長は、上司の命を受けて精神保健福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監

督する。 

２ 次長は、所長を補佐する。 
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３ 副主幹及び主任は、上司の命を受けて、業務を処理する。 

４ その他の職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。 

全部改正〔昭和50年規則32号〕、一部改正〔平成２年規則35号・３年34号・５年35号・

15年19号・17年46号・18年14号〕 

（使用料） 

第４条  香川県使用料、手数料条例（昭和27年香川県条例第２号）別表第１ 第１表  使用料の

部 ２ 公の施設の使用料香川県精神保健福祉センターの項に規定する規則で定める額（以下

「使用料の額」という。）は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算

定方法」という。）により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる場合の使用料の額は、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の規定による療養の給付を受けた場合  

労働者災害補償保険法の規定に基づき定められた額 

(２) 自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）の適用を受けて傷害に関する診療を受け

た場合 算定方法第２号中「10円」とあるのを「15円」と読み替えて算定方法により算定した額 

全部改正〔平成15年規則19号〕、一部改正〔平成17年規則46号・18年14号・20年13

号〕 

（補則） 

第５条  この規則に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理に関し必要な事項は、所長が

定める。 

全部改正〔平成15年規則19号〕、一部改正〔平成17年規則46号〕 

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。 

附  則（昭和44年３月31日規則第６号） 

この規則は、昭和44年４月１日から施行する。 

附  則（昭和50年５月31日規則第32号） 

この規則は、昭和50年６月１日から施行する。 

附  則（昭和63年６月30日規則第37号） 

この規則は、昭和63年７月１日から施行する。 

附  則（平成２年５月31日規則第35号） 

この規則は、平成２年６月１日から施行する。 

附  則（平成３年５月31日規則第34号） 

この規則は、平成３年６月１日から施行する。 

附  則（平成５年５月31日規則第35号） 

この規則は、平成５年６月１日から施行する。 

附  則（平成７年７月７日規則第55号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附  則（平成15年３月24日規則第19号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附  則（平成17年３月29日規則第46号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附  則（平成18年３月28日規則第14号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附  則（平成20年３月25日規則第13号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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（３）精神保健福祉センター運営要領（令和５年 11 月 27 日障発 1127 第 8 号による改正現在） 

平成 8年 1 月 19 日 健医発第 57 号 

各都道府県知事各指定都市市長宛 

厚生省保健医療局長通知 

  

１ 地域精神保健福祉におけるセンターの役割 

精神保健福祉センター（以下「センター」という。）は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

（昭和25年法律第123号。以下「法」という。）第６条の規定に基づき、都道府県等及び指定都市（以 

下「都道府県等」という。）が設置する精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターと 

して、地域の精神保健福祉における活動推進の中核的な機能を備えなければならない。 

また、住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、地域生活支援の促

進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助等を行うものである。 

さらに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令 

和４年法律第104号。以下「令和４年改正法」という。）により、法第46条において、都道府県及び市 

町村が実施する精神保健福祉に関する相談支援について、精神障害者のみならず精神保健に課題を抱え 

る者も対象とされ、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨として、行わなけ 

ればならないことが規定された。精神障害者等をより身近な地域できめ細かく支援していくためには、 

市町村が相談支援等の取組をこれまで以上に積極的に担っていくことが求められており、センターは市 

町村及び市町村を支援する保健所と協働し、精神障害者等のニーズや地域の課題を把握した上で、障害 

保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制の構築に向け、本要領 

に示す各業務を総合的に推進する。 

 

２ 実施体制 

（１） 組織体制 

組織は、原則として総務部門、地域精神保健福祉部門、教育研修部門、調査研究部門、精神保健福 

祉相談部門、精神医療審査会事務部門、精神障害者保健福祉手帳判定部門及び自立支援医療（精神通 

院医療）判定部門等をもって構成すること。 

（２） 職員の配置 

ア  基本的考え方 

令和４年改正法により、法第46条において、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相 

談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするととも 

に、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることが明確化され、そ 

れに伴い、センターの保健所及び市町村への支援強化の必要性が増している。 

そのため、センターの職員に関して、専門職の十分な確保や人材育成及び資質向上の観点に留意 

し、精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとしての機能や市町村の相談支援 

体制構築のための援助遂行を果たすために十分な人数を配置すること。なお、十分な人数を配置し 

た上で、業務に支障が生じない場合は、職務の共通するものについて他の相談機関等と兼務するこ 

とも差し支えない。 

イ  所長 

センターの所長は、市町村の専門的なニーズに対応していくために、精神保健指定医等、精神保 
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健福祉に関する職務を行うのに必要な知識及び技能を十分に有する医師をあてることが望ましい。 

ウ  職員構成 

センターの職員構成は、医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師、精 

神保健福祉相談員、その他のセンター業務実施に必要な職員等多職種で構成すること。 

医師については、精神科の診療に十分な経験を有する者をあてること。 

医師以外の職員についても、センターが都道府県等の本庁等の精神保健及び精神障害者の福祉に 

関する専門性を発揮できるよう、個々のキャリアパスや精神保健福祉に関する業務の経験等も十分 

考慮した上で配置すること。 

 

３  業務 

以下に示す業務は、いずれもセンターの業務と密接な関係にあり、センターが精神保健及び精神障害 

者の福祉に関する総合的技術センターとしての立場で実施するものである。これらの業務については、 

都道府県等の本庁、保健所、市町村等必要な関係機関と日頃から連携し、精神障害者やその家族等の意 

見も考慮しながら進めていくものである。 

 

（１）企画立案 

地域における精神保健医療福祉の包括的支援を推進するため、精神保健に関する地域課題の整理及 

び対応策の検討、精神障害者の地域生活支援の推進方策や、医療計画、健康増進計画、アルコール健 

康障害対策推進計画、再犯防止推進計画、ギャンブル等依存症対策推進基本計画、障害者基本計画、 

障害福祉計画、自殺対策計画等の地域における精神保健福祉施策の計画的推進に関する事項等につい 

て、専門的な立場から、都道府県等の本庁と協働し、企画立案を行い、市町村や保健所をはじめとし 

た関係機関に対しては意見を述べる等を行うこと。 

 

（２）技術支援 

令和４年改正法による法第46条の規定新設の趣旨を踏まえ、市町村や市町村を支援する保健所への 

支援体制の強化が必要である。 

センターは、包括的支援体制の確保のために、都道府県等の本庁、保健所、市町村、児童相談所、 

障害者就業・生活支援センター等関係機関に対し、本項の各業務に関して、地域の事情に応じた方法 

で協議の場への参画、研修、事例検討、個別スーパービジョン、同席での相談や同行訪問に加えて、 

意見提案、情報提供、対象機関の事業実施への支援、講師派遣等により、専門的立場から積極的な技 

術支援を行うこと。 

 

（３）人材育成 

保健所、市町村、福祉事務所、児童相談所、障害福祉サービス事業所、その他の関係機関等で精神 

保健福祉業務に従事する職員に対して、都道府県等全体の施策に関することや、事例検討等を含む精 

神保健福祉の相談支援に係る専門的研修等を行い、人材の育成及び技術的水準の向上を図ること。 

精神保健福祉相談員について、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十二条第三号 

に規定する講習会の指定基準等について」（令和５年11月27日付障害保健福祉部長通知障発1127第10 

号）に基づく講習会を開催する場合は保健所及び管内市町村の参加を積極的に促すこと。 
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（４）普及啓発 

住民に対し、メンタルヘルス、精神疾患及び精神障害についての正しい知識、相談支援等の社会資 

源及び精神障害者の権利擁護等に関しての普及啓発を行うこと。普及啓発の実施の際には、精神障害 

者に対する差別や偏見をなくすため、「心のサポーター」の養成を行う等、態度や行動の変容につな 

がることを意識すること。 

また、保健所及び市町村が行う普及啓発活動に対して専門的立場から協力及び援助を行うこと。 

 

（５）調査研究 

地域の精神保健福祉における活動推進並びに精神障害者の地域生活支援の促進及び自立と社会経済 

活動への参加の促進等についての調査研究を行うとともに、センターは市町村の規模や資源によって 

住民への支援に差が生じないよう、精神保健及び精神障害者の福祉等に関する統計やデータベース等 

を活用及び分析し、企画立案に役立てること。また、その結果をもとに都道府県等の本庁、保健所、 

市町村等が行う精神保健福祉活動が効果的に展開できるよう資料を提供すること。 

これらの調査研究等を通じ、精神保健福祉上の課題を抱える者のニーズや地域課題を把握した上 

で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築して 

いくこと。 

 

（６）精神保健福祉に関する相談支援 

心の健康に関する相談や精神医療の新規受診や受診継続に関する相談、思春期・青年期・高齢期等 

のライフステージごとのメンタルヘルス及び精神疾患の課題、それらを背景とした自殺に関連する相 

談、家庭内暴力やひきこもりの相談、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症等精神保健福祉に関 

する相談支援のうち、専門性が高く、複雑又は困難なケースに対して、総合的技術センターとしての 

立場から適切な相談支援等を行うとともに、保健所、市町村及び関係機関等と連携し、相談支援を行 

うこと。 

相談支援の実施方法は、電話、メール、面接、訪問等により行うものとし、相談者のニーズや状態 

に応じて、ピアサポーター等の活用も含め、適切に実施すること。 

特に、自ら相談窓口で精神保健の相談をすることに心理的なハードルを感じる者や地域に潜在化し 

ている精神保健に関する課題を抱える者に対しては、地域の実情に応じた体制で多職種によるアウト 

リーチ支援を適切に実施すること。 

なお、聴覚障害等のコミュニケーションを図ることに支障がある者からの精神保健に関する相談支 

援に対応する場合に適切に意思疎通を図ることができるよう、手話通訳者の配置等合理的な配慮をす 

ること。 

 

（７）当事者団体等の育成及び支援 

当事者団体や家族会等について、都道府県等単位での活動を把握し、支援することに努めるととも 

に、保健所、市町村並びに地区単位での活動に協力する。さらに、都道府県内の保健所、市町村等に 

対して、当事者、ピアサポーター等の活用を促進すること。 

 

（８）精神医療審査会の審査に関する事務 
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精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、精 

神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うため 

に設置された機関である。センターに配置されている精神保健福祉の専門職員を活用し、精神医療審 

査会の開催事務及び審査遂行上必要な調査その他当該審査会の審査に関する事務を行うこと。また、 

法第38条の４の規定による退院等の請求等の受付についても、精神保健福祉センターで行う等、審査 

の客観性、独立性を確保できる体制を整えること。 

なお、退院等の請求方法は書面を原則としているが、当該患者が口頭(電話を含む。)による請求の 

受理を求めるときはそれを認めるものとしていることに留意すること。また、退院等の請求や相談に 

応じた際に、請求には至らないが、第三者による支援が必要と考えられる者に対し、法第35条の２の 

規定による入院者訪問支援事業を都道府県等が実施している場合においては、本事業を紹介するこ 

と。 

さらに、精神医療審査会の事務を行う上で、法律に関し学識を有する者からの助言を得られる体制 

を整えることが望ましい。 

 

（９）精神障害保健福祉手帳の判定及び自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定 

法第45条第１項の規定に基づき申請された精神障害者保健福祉手帳の交付の可否及び障害等級の判 

定業務及び障害者総合支援法第52条第１項の規定による自立支援医療（精神通院医療）の支給認定を 

専門的な機関として行うこと。 

 

（10）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に係る業務 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110 

号)による地域社会における処遇については、保護観察所長が定める処遇の実施計画に基づき、地域 

精神保健福祉業務の一環として実施されるものであり、センターにおいても保護観察所等関係機関相 

互の連携により必要な対応を行うこと。 

 

（11）災害等における精神保健上の課題に関する相談支援 

災害・事故・事件等に関連して生じた、住民の精神保健上の課題に対する相談支援について、医療 

機関、保健所、市町村等の関係機関と連携し、中核的役割を担うこと。 

 

（12）診療や障害者福祉サービス等に関する機能 

地域における診療、デイケア及び障害福祉サービス等の機能を確認し、必要に応じ、地域で提供さ 

れていない機能を提供すること。ただし、精神医療審査会事務並びに精神障害者保健福祉手帳の判定 

及び自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定を行うことから、その判定等が公正に行われるよ 

う、透明性及び公平性の確保に配慮すること。 

 

（13）その他 

本運営要領に定めるもののほか、地域の実情に応じ、必要な業務を行うこと。 
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２ 地域精神保健福祉関係年表 
（令和６年３月３１日現在） 

年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1950 (S25)年 5 月   「精神衛生法」公布 

1952 (S27)年 12 月 
香川県精神衛生相談所設置条例公布 
高松保健所に併設される 

 
 

 
 

1963 (S38)年    全国精神衛生実態調査 

1964 (S39)年 10 月  病院家族会発足（丸亀病院）   

1965 (S40)年  6 月  保健所の業務に精神衛生が加わる 「精神衛生法」改正 

1966 (S41)年  2 月 
 
 

香川県断酒会発足 
保健所における精神衛生業務について（公衆
衛生局長通知） 

 4 月  保健所に精神衛生相談員の配置（高松保健所）  

1967 (S42)年  
 

4 月 
香川県精神衛生センター条例公布 
保健衛生センター内に設置される 

  

1969 (S44)年 4 月   
精神衛生センター運営要領について 
（公衆衛生局長通知） 

1970 (S45)年 3 月  精神科クリニック開始（磯島クリニック）  

1971 (S46)年 4 月  地域家族会発足（高松保健所管内むつみ会）  

1971 (S46)年 10 月  第 1 回香川県精神衛生大会  

1972 (S47)年 12 月 デイケア開始   

1973 (S48)年  9 月 現在の合同庁舎内に移転 生活の発見会発足  

1974 (S49)年  4 月   
精神科作業療法、精神科デイケア診療報酬点
数化 

1975 (S50)年  4 月  保健所デイケア開始（観音寺保健所）  

 10 月  香川県精神障害者家族連合会結成  

1977 (S52)年 4 月  全保健所に地域家族会結成  

1978 (S53)年 4 月  香川県精神障害者家族教育指導事業の実施  

1979 (S54)年 8 月  第１回「目で見る精神保健展」  

1980 (S55)年 4 月  病院デイケア開始（三船病院）  

1982 (S57)年 4 月 
香川県使用料、手数料条例の一部改正によ
り、受診者負担を 8割相当額とする。 
酒害相談事業開始 

精神障害者家族相談事業の実施 
 
 

 

 6 月  痴呆性老人をかかえる家族の会発足  
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1983 (S58)年 5 月  全保健所での精神保健相談員の配置完了  

1984 (S59)年 4 月  
通所患者リハビリテーション事業の実施 
地域家族会による薬草園営業開始（むつみ会） 

 

 8 月  「むつみ会第１作業所」開設  

 10 月  香川いのちの電話開局  

1985 (S60)年 4 月 心の健康づくり事業開始 酒害対策関係者会発足（高松保健所）  

1986 (S61)年 4 月  精神障害者共同作業所運営事業の実施  

 6 月  共同住居「清和荘」開設  

1987 (S62)年 4 月 思春期相談事業開始 酒害家族教室の開始（琴平保健所） 精神障害者小規模作業所運営助成事業の実施 

 5 月 オリーブの会（女性酒害者の断酒会）発足   

 8 月 思春期の子どもをもつ親の会開始   

 10 月 酒害家族教室開始   

1988 (S63)年 4 月 
 
 

「白梅会八十場作業所」開設 
三豊地域共同作業所「あゆみ会」開設 

 
 

 
 
 

7 月 
「精神保健センター」に名称変更 
 
 

「むつみ会第２作業所」開設 
 
 

「精神保健法」施行 
精神障害者社会復帰施設の設置及び運営につ
いて（保健医療局長通知） 

1989 (H1)年 11 月  共同作業所「コスモスの家」開設  

1990 (H2)年 1 月 精神保健ボランティア養成講座開始   

 3 月  
「たんぽぽ会協同作業所」開設 
精神保健ボランティア自主研究会発足 

 

 6 月 精神保健センターデイケア保険診療化   

1991 (H3)年 2 月  かがわマインド（精神保健ボランティア）結成  

1992 (H4)年 3 月  老人性痴呆疾患センター丸亀病院に併設  

 4 月 「こころの電話相談」事業開始 共同作業所「おりいぶ工房」開設  

1993 (H5)年 4 月   全国精神障害者団体連合会結成 

 8 月   
「世界精神保健連盟世界会議」千葉県にて開
催 

 11 月  
精神保健ボランティア講座開始（観音寺保健
所） 

 

 12 月   精神分裂病家族教室開始（高松保健所） 「障害者基本法」施行 
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1994 (H6)年 4 月  グループホーム「五月荘」開設 「精神保健法等の一部改正する法律」施行 

1995 (H7)年 5 月  グループホーム「やよい荘」開設 「精神保健法」改正 

 7 月 「精神保健福祉センター」に名称変更  
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律」制定 

 8 月  「アルコール問題を考えよう会・かがわ」発足  

 12 月  精神障害者通所授産施設「川島荘」開設 「障害者プラン」策定 

1996 (H8)年 1 月 地域精神保健福祉対策促進事業開始 
地域精神保健福祉対策促進事業（５保健所開
始） 

「精神保健福祉センター運営要領」通知（保
健医療局長） 
「保健所及び市町村における精神保健福祉業
務運営要領」通知（保健医療局長） 

 4 月  
精神障害者援護寮「オリーブ寮」開設 
地域生活支援センター「オリーブ」開始 

 

1997 (H9)年 4 月  精神障害者援護寮「花園荘」開設  

 
6 月 

 
 

 
 

「不登校児の学びの支援を考える会」発足 
地域生活支援センター「はなぞの」開始 
地域精神保健福祉対策促進事業（全保健所にて
開始） 

 
 

 9 月  「香川の精神福祉を考える会」発足  

 10 月 
デイケア室５階に拡張移転 
「精神障害者のためのピアワーク学習会」
開始 

 
 

 
 

 12 月  香川県障害者施策推進基礎調査の実施  

1998 (H10)年 1 月  グループホーム「ビアーズ館」開設  

 3 月  「香川ＮＡＢＡ」発足（現在休止中）  

 
 

4 月 
 

「障害者の明るいくらし」促進事業開始 
 

精神障害者援護寮「牟原寮」開設 
地域生活支援センター「クリマ」開始 

「精神保健福祉士法」施行 
 

 9 月  「香川県の精神保健福祉」発行  

1999 (H11)年 3 月  
「アルコール問題を考えよう会・かがわ」が「ア
ディクション問題を考えよう会・かがわ」に名
称変更 
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年 月 香川県精神保健福祉センター関係 香川県内の動き 全国の動き 

1999 (H11)年 4 月  

精神障害者通所授産施設「八十場若竹園」開設 
精神障害者援護寮「五色台」開設 
地域生活支援センター「中讃地域生活支援セン
ター」開設 

 

 
 

5 月  
「香川の精神保健福祉を考える会」ＮＰＯ法人
取得 

 

 
 

6 月 
 
 

香川県障害者介護等支援サービス（ケアマネジ
メント）体制整備推進事業開始 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
等の一部を改正する法律」の公布 

 10 月  共同作業所「やすらぎの里」開設 地域福祉権利擁護事業開始 

2000 (H12)年 4 月 

電子メール相談開始 
ホームページ開設 
 
 

精神障害者援護寮「しらさぎ荘」開設 
地域生活支援センター「ありあけ」開設 
香川県精神障害者訪問介護（ホームヘルプサー
ビス）試行的事業開始 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
等の一部を改正する法律」施行 
「成年後見制度」施行 

 5 月  グループホーム「ホームオリーブ」開設  

 6 月   「社会福祉法」施行 

 7 月  「グリーフワーク研究会」発足  

2001 (H13)年 9 月 
 
 
 

丸亀保健所管内家族会「たんぽぽ会」と三船病
院家族会「こだま会」が合併「丸亀広域家族会」
として発足 

 

 
 

10 月 
第 37 回全国精神保健福祉センター研究協
議会を香川にて開催 

共同作業所「リトルウェスト」開設 
 

 

2002 (H14)年 4 月 

香川県精神医療審査会事務開始 
精神障害者通院医療費公費負担及び精神
障害者保健福祉手帳の判定事務開始 
「香川県精神保健福祉センター条例の一
部を改正する条例」施行 

  

 5 月  地域生活支援センター「ほっと」開設  

 6 月   
日本精神神経学会において「精神分裂病」を
「統合失調症」へ呼称変更決定 

 10 月 図書室、電話相談室増設移転 「Ｃｓクリエーション」ＮＰＯ法人取得  

 
 

12 月   
「新障害者基本計画及び重点施策実施５か年
計画」策定 

2003 (H15)年 1 月 デイケア室４階に拡張移転 
精神障害者小規模通所授産施設「江尻若竹園」
開設 
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2003 (H15)年 3 月  「かがわ障害者プラン」策定  

 4 月        
デイケアを「思春期・青年期デイケア」に
移行 

 
 

 
 

 5 月  福祉ホームＢ型「福祉ホーム五色台」開設  

 
 

7 月  香川県精神障害者退院促進支援事業開始 
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者の医療及び観察等に関する法律」（心神喪
失等医療観察法）公布 

 
 

10 月 
 

 

小規模通所授産施設「ワイワイ創造館」、 
福祉ホームＢ型「コミュニティハウス未来」、
地域生活支援センター「ライブサポートセンタ
ー」開設 

 
 

2004 (H16)年 3 月  「グリーフワーク・かがわ」発足  

 4 月  中讃保健福祉事務所開設  

 6 月   「障害者基本法」改正 

 7 月  香川県精神科救急医療システム事業開始  

 
 

9 月 
      

 
 
 

共同作業所「おへんろのこくぶ」開設 
「精神保健福祉の改革ビジョン」発表 
「今後の障害保健福祉施設について」（改革の
グランドデザイン案）発表 

 
 

12 月 
 
 

 
 

「痴呆」に替わる用語として「認知症」を用
いる（厚生労働省老健局長通知） 

2005 (H17)年 3 月 「社会資源情報マップ」発行   

 4 月   「発達障害者支援法」施行 

 
 

5 月 
「青年期ひきこもり」親のグループワーク
開始 

 
 

 

 7 月   「医療観察法」施行 

 8 月  福祉ホームＢ型「ホームみどり」開設  

 9 月  グループホーム「ビアーズ 2 号館」開設  

 10 月  グループホーム「わかたけ」開設  

2006(H18)年 4 月   「障害者自立支援法」施行 

 10 月   
「精神病院の用語の整理等のための関係法律
の一部を改正する法律」の公布 
「自殺対策基本法」施行 
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2007 (H19)年 4 月 

思春期・青年期デイケアにショート・ケア
を導入 
 
 

香川県発達障害者支援センター「アルプスかが
わ」開設 
高次脳機能障害支援普及事業開始（支援拠点機
関としてかがわ総合リハビリテーションセン
ターに委託） 

 
 
 
 
 

 6 月   「自殺総合対策大綱」策定 

2010 (H22)年 7 月 
「自殺予防のためのハイリスク対象者訪
問等支援事業」の開始に当たり、事務室拡
張 

 
 

 
 

2011 (H23)年 6 月 
ひきこもり地域支援対策事業「ひきこもり
地域支援センター アンダンテ」を開設 

 
 

 
 

 
 

9 月 
 
 

「全国精神保健福祉家族大会みんなねっと香
川大会」を香川にて開催 

 
 

 11 月 診療・デイケア休止   

 12 月  香川ダルク設立  

2012 (H24)年 8 月   「自殺総合対策大綱」の見直し 

 10 月   「障害者虐待防止法」施行 

2013 (H25)年 4 月   
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（障害者総合支援法）」施
行 

 6 月   
「刑法等の一部を改正する法律」及び「薬物
使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行
猶予に関する法律」公布 

 10 月 
ひきこもり当事者の集団活動「ポコ・ア・
ポコ」開始 

  

2014 (H26)年 4 月   
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
等の一部を改正する法律」施行 

 6 月   「アルコール健康障害対策基本法」施行 

2015 (H27)年 3 月  第 4 期「かがわ障害者プラン」策定  

2016 (H28)年 4 月   
「障害者差別解消法」施行 
「自殺対策基本法」の一部改正 
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 5 月   
「アルコール健康障害対策推進基本計画」閣
議決定 

 6 月   「刑の一部執行猶予制度」導入 

2016 (H28)年 12 月   「再犯の防止等の推進に関する法律」施行 

2017 (H29)年 4 月 
「香川県依存症相談拠点」として選定 
「依存症者回復支援事業」開始 

  

 7 月   「自殺総合対策大綱」の見直し 

2018 (H30)年 3 月  
「いのち支える香川県自殺対策計画」策定 
第 5期「かがわ障害者プラン」策定 

「措置入院の運用に関するガイドライン」・
「地方公共団体による精神障害者の退院支援
に関するガイドライン」の通知 

 
 

4 月  
「香川県障害のある人もない人も共に安心し
て暮らせる社会づくり条例」施行 

 

 10 月   「ギャンブル等依存症対策基本法」施行 

2019 (H31)年 3 月  
「香川県アルコール健康障害対策推進計画」策
定 

 

2019 (H31)年 4 月   
「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」策
定 

2020 (R2)年 4 月 
「新型コロナウイルス感染症等に関する
心のケア支援事業」開始 

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例 施行 

「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省
令」公布及び施行 
「新型コロナウイルス感染症に対応した心の
ケア支援事業」開始 

2021（R3)年 3 月  
「香川県ギャンブル等依存症対策推進計画」策
定 

「第 2 期アルコール健康障害対策推進基本計
画」策定 

2022（R4）年  3 月  
「第 2 期香川県アルコール健康障害対策推進
計画」策定 

 

2023（R5）年  2 月   精神保健福祉法一部改正 

2023（R5）年  3 月  
「第 2期いのちを支える香川県自殺対策計画」
策定 

 

2023（R5）年  11 月   
「精神保健福祉センター運営要領について」
通知（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部長） 

2024（R6）年 3 月  
「第 2 期香川県ギャンブル依存症対策推進計
画」策定 
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